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三重県高等学校等修学奨学金の申込みをされる方へ 

 

１  修学奨学金の目的を知ってください 

    修学奨学金は、勉学の意欲がありながら、家計が苦しいなどの「経済的理由」により

高校や高等専門学校に修学することが難しい人が借りるための制度です。 

 

２  修学奨学金は「借りる」ための制度です 

    修学奨学金は、あなたが三重県から借りていただくものです。そのため、卒業後は一 

  定のルールに従って、必ず全額を返していただかなければなりません。 

    奨学金を借りていただくのは、保護者の方ではなく、あなたです。奨学金の返還は、 

  あなたが高校（又は大学・短大など）を卒業された後、就職し、得ていただくことにな 

  る給料等により、あなた自身がお支払いいただくものであることを、理解しておいてく 

  ださい。 

 万が一、あなたが返還しなかった場合、どうなるでしょうか？ 

 あなただけでなく、あなたのために連帯保証をされた保護者の方、連帯保証人となら

れた方に返還を求める法的措置を行い、返還金全額と遅延損害金を一括請求することに

なります。 

 


